
“精神障害にも対応した地域包括ケアシステム”

• 国が推し進めている精神医療保健福祉に関する中心的な政策である。

• 精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすこ
とができるよう、重層的な連携による支援体制（資料１の左上の部分：県作
成の資料、資料２）を構築する。 ⇒ 黒川・塩釜・岩沼や仙南地域だけの
課題でなく全県（各市町村）の課題である。

• そのシステムのなかでは、医療、障害福祉・介護、住まい、保健・予防、社
会参加（就労、就学支援等）、地域の助け合い、教育が包括的に確保され
る必要がある。精神科救急や身体合併症への対応も、重要な構成要素で
ある（資料３）。 ⇒ 地域共生社会を実現するために、以上が各圏域ごと
に整備されれば、全県レベルでの精神科救急や身体合併症対応の需要
を減少させることができる（資料４）。
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